
設
備
資
金
借
入
金

35,100,000 1.300
)( 4,212,000

R14 土地 
他 601-14 他園舎新築 209,465,743339,458339,4582,106,0004,212,000ふたば保育園 39,312,000独立行政法人

福祉医療機構

)(

)(

)(

)(

)(

長
期
運
営
資
金
借
入
金

)(

)(

)(

)(

)(

)(

短
期
運
営
資
金
借
入
金

地番または
内容

種類 帳簿価額
使   途

返済
期限利息補助金

収入

元金償還
補助金

差引期末残高
④=①+②-③

担保資産

当期支出額

支払利息
利率
％

(うち１年以内償還予定額)

当期償還額
③

当期借入金
②

期首残高
①

拠点区分借  入  先
区
分

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法  人  名  : 社会福祉法人 喜久茂会

別紙３(①)

(単位：円)

( )

(注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

設
備
資
金
借
入
金

35,100,000 1.300
)( 4,212,000

R14 土地 
他 601-14 他園舎新築 209,465,743339,458339,4582,106,0004,212,000ふたば保育園 39,312,000独立行政法人

福祉医療機構

)(

)(

)(

)(

)(

長
期
運
営
資
金
借
入
金

)(

)(

)(

)(

)(

)(

短
期
運
営
資
金
借
入
金

地番または
内容

種類 帳簿価額
使   途

返済
期限利息補助金

収入

元金償還
補助金

差引期末残高
④=①+②-③

担保資産

当期支出額

支払利息
利率
％

(うち１年以内償還予定額)

当期償還額
③

当期借入金
②

期首残高
①

拠点区分借  入  先
区
分

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法  人  名  : 社会福祉法人 喜久茂会

別紙３(①)

(単位：円)

( )

(注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。



交付団体及び交付の目的 交付金額 補助金事業に係る
利用者からの収益

うち国庫補助金等
特別積立金積立額

交付金額等合計区
分 ふたば保育園

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

保
育
事
業

延長保育料 314,600 314,600 314,600

一時保育料 148,000 148,000 148,000

北九州市民間保育所運営補助金 5,085,581 5,085,581 5,085,581

北九州市民間保育所
特別保育事業補助

4,775,100 4,775,100 4,775,100

産休代替職員費補助金 504,002 504,002 504,002

利
息

北九州市 借入金利息償還に伴う
補助金

339,458 339,458 339,458

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法  人  名  : 社会福祉法人 喜久茂会

別紙３(③)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的 交付金額 補助金事業に係る
利用者からの収益

うち国庫補助金等
特別積立金積立額

交付金額等合計区
分 ふたば保育園

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

保
育
事
業

延長保育料 314,600 314,600 314,600

一時保育料 148,000 148,000 148,000

北九州市民間保育所運営補助金 5,085,581 5,085,581 5,085,581

北九州市民間保育所
特別保育事業補助

4,775,100 4,775,100 4,775,100

産休代替職員費補助金 504,002 504,002 504,002

利
息

北九州市 借入金利息償還に伴う
補助金

339,458 339,458 339,458

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法  人  名  : 社会福祉法人 喜久茂会

別紙３(③)

(単位：円)



交付団体及び交付の目的 交付金額 補助金事業に係る
利用者からの収益

うち国庫補助金等
特別積立金積立額

交付金額等合計区
分 ふたば保育園

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

償
還

北九州市
借入金元金償還に伴う補助

2,106,000 2,106,000 2,106,000 2,106,000

(注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は
         「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は
         「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等

補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を

記入するものとする。
     ２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法  人  名  : 社会福祉法人 喜久茂会

別紙３(③)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的 交付金額 補助金事業に係る
利用者からの収益

うち国庫補助金等
特別積立金積立額

交付金額等合計区
分 ふたば保育園

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

償
還

北九州市
借入金元金償還に伴う補助

2,106,000 2,106,000 2,106,000 2,106,000

(注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は
         「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は
         「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等

補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を

記入するものとする。
     ２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法  人  名  : 社会福祉法人 喜久茂会

別紙３(③)

(単位：円)



区分並びに組入れ及び
取崩しの事由 合     計

ふたば保育園 本部

各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳

前年度末残高 51,633,164 50,633,164

第一号基本金

第二号基本金

第三号基本金

20,633,164

29,000,000

2,000,000

19,633,164

29,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

0

0

第
一
号
基
本
金

当期組入額

当期取崩額

第
二
号
基
本
金

当期組入額

当期取崩額

第
三
号
基
本
金

当期組入額

当期取崩額

当期末残高

第一号基本金

第二号基本金

第三号基本金

51,633,164

20,633,164

29,000,000

2,000,000

50,633,164

19,633,164

29,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

0

0

(注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
     ２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金を言う。
         ②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金を言う。
         ③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金を言う。
     ３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

法人では、合計額のみを記載するものとする。

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法  人  名  : 社会福祉法人 喜久茂会

別紙３(⑥)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び
取崩しの事由 合     計

ふたば保育園 本部

各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳

前年度末残高 51,633,164 50,633,164

第一号基本金

第二号基本金

第三号基本金

20,633,164

29,000,000

2,000,000

19,633,164

29,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

0

0

第
一
号
基
本
金

当期組入額

当期取崩額

第
二
号
基
本
金

当期組入額

当期取崩額

第
三
号
基
本
金

当期組入額

当期取崩額

当期末残高

第一号基本金

第二号基本金

第三号基本金

51,633,164

20,633,164

29,000,000

2,000,000

50,633,164

19,633,164

29,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

0

0

(注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
     ２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金を言う。
         ②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金を言う。
         ③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金を言う。
     ３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

法人では、合計額のみを記載するものとする。

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法  人  名  : 社会福祉法人 喜久茂会

別紙３(⑥)

(単位：円)



区分並びに積立て
及び取崩しの事由 国庫補助金

地方公共団体
補   助   金

合     計その他の団体
からの補助金 ふたば保育園

各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳補   助   金   の   種   類

前  期  繰  越  額 108,476,232 108,476,232

当
期
積
立
額

国庫補助金積立金繰入 （借
入金元金償還補助分）                           2,106,000 2,106,000 2,106,000

当
期
取
崩
額

サービス活動費用の控除項目
として計上する取崩額                           

3,819,098 3,819,098

特別費用の控除項目として計
上する取崩額

当  期  末  残  高 106,763,134 106,763,134

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として
計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。（本文9 参照）。

      ２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、
法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法  人  名  : 社会福祉法人 喜久茂会

別紙３(⑦)

(単位：円)

区分並びに積立て
及び取崩しの事由 国庫補助金

地方公共団体
補   助   金

合     計その他の団体
からの補助金 ふたば保育園

各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳補   助   金   の   種   類

前  期  繰  越  額 108,476,232 108,476,232

当
期
積
立
額

国庫補助金積立金繰入 （借
入金元金償還補助分）                           2,106,000 2,106,000 2,106,000

当
期
取
崩
額

サービス活動費用の控除項目
として計上する取崩額                           

3,819,098 3,819,098

特別費用の控除項目として計
上する取崩額

当  期  末  残  高 106,763,134 106,763,134

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として
計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。（本文9 参照）。

      ２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、
法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法  人  名  : 社会福祉法人 喜久茂会

別紙３(⑦)

(単位：円)



うち国庫補
助金等の額

当期増加額(Ｂ)

うち国庫補
助金等の額

期首帳簿価額(Ａ)

うち国庫補
助金等の額

当期減少額(Ｄ)

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（G=E+F)減価償却累計額(Ｆ)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)当期減価償却額(Ｃ)

資産の種類及び名称 摘 要

基本財産（有形固定資産）

53,792,000 0 0 0 53,792,000053,792,0000 000000土地

174,967,370 127,162,462 0 0 229,164,86439,964,176169,925,7435,041,627 163,529,00059,239,121123,564,824003,597,638建物

その他の固定資産（有形固定資産）

1 0 0 0 965,517010 0965,5160000構築物

1,673,192 969,770 0 0 12,491,8041,497,7031,291,672381,520 2,246,01311,200,132748,31000221,460器具及び備品

その他の固定資産（無形固定資産）

0 0 0 0 1,000,0001,000,00000 1,000,0001,000,0000000ソフトウェア

(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」を
プラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

     2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法  人  名  : 社会福祉法人 喜久茂会

拠点区分名  : ふたば保育園

(単位：円)

別紙３(⑧)

うち国庫補
助金等の額

当期増加額(Ｂ)

うち国庫補
助金等の額

期首帳簿価額(Ａ)

うち国庫補
助金等の額

当期減少額(Ｄ)

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価（G=E+F)減価償却累計額(Ｆ)期末帳簿価額(E=A+B-C-D)当期減価償却額(Ｃ)

資産の種類及び名称 摘 要

基本財産（有形固定資産）

53,792,000 0 0 0 53,792,000053,792,0000 000000土地

174,967,370 127,162,462 0 0 229,164,86439,964,176169,925,7435,041,627 163,529,00059,239,121123,564,824003,597,638建物

その他の固定資産（有形固定資産）

1 0 0 0 965,517010 0965,5160000構築物

1,673,192 969,770 0 0 12,491,8041,497,7031,291,672381,520 2,246,01311,200,132748,31000221,460器具及び備品

その他の固定資産（無形固定資産）

0 0 0 0 1,000,0001,000,00000 1,000,0001,000,0000000ソフトウェア

(注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」を
プラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

     2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法  人  名  : 社会福祉法人 喜久茂会

拠点区分名  : ふたば保育園

(単位：円)

別紙３(⑧)



期末残高
その他

科       目
当期減少額

期首残高 当期増加額 摘   要
目的使用

( )

6,300,0006,600,000
賞与引当金

)(

6,600,000 6,300,000

( ) )(

( ) )(

( ) ( )

（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
      ２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
      ３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法  人  名  : 社会福祉法人 喜久茂会

拠点区分名  : ふたば保育園

別紙３(⑨)

(単位：円)

期末残高
その他

科       目
当期減少額

期首残高 当期増加額 摘   要
目的使用

( )

6,300,0006,600,000
賞与引当金

)(

6,600,000 6,300,000

( ) )(

( ) )(

( ) ( )

（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
      ２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
      ３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、

退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法  人  名  : 社会福祉法人 喜久茂会

拠点区分名  : ふたば保育園

別紙３(⑨)

(単位：円)


